
千葉県高齢者保健福祉計画（令和６年度～令和８年度）における 

基本施策・個別事業の評価方法（案）について 

 

１ 千葉県高齢者保健福祉計画（令和３年度～令和５年度）における評価方法

について 

 

（１）基本施策の指標又は個別事業の目標値ごとに達成率を算出し、下表の  

とおり、ＡからＥまでの区分により評価する。 

 

 

 

 

 

（２）（１）の評価を基本施策ごとにカウントし、下表の区分により評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 千葉県高齢者保健福祉計画（令和６年度～令和８年度）における評価方法

（案）について 

 

（１）基本施策の指標又は個別事業の目標値ごとに達成率を算出する。 

（２）基本施策ごとに（１）の達成率の平均を算出し、下表のとおり評価する。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  ただし、計画策定時の数値と比較し、現状値が下回っている場合は、   

達成率０％とする。 

指標・目標値に対する達成率   

Ａ：100％以上   Ｂ：80～100％未満  

Ｃ：60～80％未満 Ｄ：30～60％未満  Ｅ：30％未満 

 

評価Ａ（進捗率が 100％以上の事業）が８割以上の場合    ：進展◎ 

 

評価Ａ及びＢ（進捗率が 80％以上の事業）が８割以上の場合：概ね進展○ 

 

上記以外                                               : 一部進展△ 

 

進捗率の平均が１００％以上：   達  成★ 

 

進捗率の平均が９０％以上 ：  進  展◎ 

 

進捗率の平均が８０％以上 ：  概ね進展○ 

 

進捗率の平均が５０％以上 ：  一部進展△ 

 

進捗率の平均が５０％未満 ：  進展していない 

資料２ 


